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＜別紙１＞ 共通 

重 要 事 項 説 明 書 
老人保健施設みなと荘のご案内 

  （令和７年 ４月 １日現在） 
１．施設の概要 
（１） 施設の名称等 

・  施 設 名      老人保健施設みなと荘   
・ 開設 年月日    昭和６３年１１月２１日 
・  所 在 地      栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８１５番地  
・ 電 話 番 号   0282-86-3710 
・  F A X 番 号      0282-86-6322 
・ 管 理 者 名      早田 寛紀 
・  介護保険指定番号     介護老人保健施設（0952380012 号） 

 
（２）老人保健施設の目的と運営方針 

老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要

な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の

能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻る

ことができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継

続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介

護予防通所リハビリテーション）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的

とした施設です。 
この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理

解いただいた上でご利用ください。 
【老人保健施設みなと荘の運営方針】 
・ 明るく家庭的な雰囲気のなか、利用者の心身の特性に応じた看護・介護ケア及び適

切な機能訓練等のサービスを提供するよう努めます 
・ 地域と家庭との連携を重視した運営に心がけ、利用者が家庭への復帰を目指し、生

きがいをもって療養生活を送ることができるよう努めます。 
 
（３）施設の職員体制 
  【主な職員の配置状況】＊職員の配置状況については、指定基準を遵守しています。 

 職員数 
業務内容 

入所 通所 

医  師 １以上  日常診療、健康管理、協力病院との連携 

薬剤師 １以上  医薬品の調剤、管理 
看護職員 １０以上 １以上 看護、生活支援、介護サービス計画の作成 
介護職員 ２４以上 ２以上 介護、生活支援、介護サービス計画の作成 

支援相談員 １以上 １以上 入退所(通所)の相談・指導、関係機関との連携 
理学療法士 
作業療法士 

２以上 １以上 リハビリテーションの計画、指導、相談 

栄養士又は管理栄養士 １以上  献立の作成、栄養管理、指導 
介護支援専門員 １以上  施設サービス計画の作成 

事務職員 ２以上  庶務全般、利用料全般 
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（４）入所定員等  ・定員 １００名（うち認知症専門棟  ０名） 
  ・静養室  個室  １０室、２人室  １室、３人室  ０室、４人室 ２２室 
（５）通所定員  ３０名 
 
２．サービス内容 
① 施設サービス計画の立案 
② 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 
③ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 
④ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食   ７時００分～ ７時３０分 
昼食 １２時００分～１２時３０分 
夕食 １７時３０分～１８時００分 

⑤ 入浴 
・ 健康チェックをし、安全に入浴を楽しんでいただきます。 
・ 一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。 
・ 入所利用者は、週２回ご利用いただきます。 
・ 利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

⑥ 医学的管理・看護 
⑦ 介護（退所時の支援も行います） 
⑧ リハビリテーション 
⑨ 相談援助サービス 
⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 
⑪ 理美容サービス（原則２ヶ月に１回実施します。） 
⑫ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サー

ビス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適

用） 
⑬ 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとします。(通所リハビリテーション) 
  壬生町、下野市(石橋地区) 
⑭ 行政手続代行 
⑮ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく

ものもありますので、具体的にご相談ください。 
 
３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場

合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 
・協力医療機関 

・名 称  獨協医科大学病院 
・住 所  下都賀郡壬生町大字北小林８８０番地 
・名 称  鷲谷記念病院 
・住 所  宇都宮市下荒針町３６１８番地 

  ・名 称  西方病院 
  ・住 所  栃木市西方町金崎 273-3 

・名 称  多島外科胃腸科 
  ・住 所  下都賀郡壬生町壬生甲 3072-1  
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・協力歯科医療機関 
・名 称  神山歯科医院 
・住 所  宇都宮市西川田５－１６－１１ 

  
 ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
 
４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいた

だきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用

者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実

施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 
・面会 

面会時間は午前 9 時 00 分から午後 6 時 00 分までです。できるだけ頻繁に面会に来

ていただきますようお願い致します。 
・外出・外泊 

外部との交流を深めるためにもできるだけ外出・外泊をおすすめします。本人の希

望、家族の都合に合わせて計画して下さい。その際には、外出・外泊用紙に記入の上、

サービスステーションに提出して下さい。なお、外出・外泊中に事故があった場合は、

速やかに施設に連絡して下さい。 
・飲酒・喫煙 

日常の飲酒・喫煙は禁止しております。 
・設備・備品の利用 

 施設又は備品の棄損、及び備品を施設外へ無断で持ち出さないようお願い致します。 
・貴重品・所持品・備品等の持ち込み 

貴重品の所持、お手回り品は最小限に留めるようお願い致します。盗難についての

責任は負いかねます。 
・入所中の施設外での医療機関の受診 

標準的な医療行為は入所中の施設が担当し、より専門的な診療は協力病院又は希望

する医療機関との連携のもと、施設からの依頼により行なわれることとなっておりま

す。施設の依頼状なしに受診や投薬を受けることはおやめ下さい。 
・ペットの持ち込み 

 ペットの持ち込みは禁止しています。 
 
５．非常災害対策 

・消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に

基づき、また、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。 
(1)防火管理者には、事業所管理者を充てます。 
(2)火元責任者には、事業所職員を充てます。 
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼します。点検の際は、防火管理者が立ち

会います。 
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。 
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成

し、任務の遂行に当たります。 
(6)防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 
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 ①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年 2 回以上 
 (うち 1 回は夜間を想定した訓練を行います) 
②利用者を含めた総合避難訓練………………………年 1 回以上 
③非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 
(7)当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めます。 
・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、非常通報装置 

 
６．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
 

７．要望及び苦情等の相談 
（１）当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご

相談ください。（電話 0282-86-3710） 
要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。ま

た、事務室前に備えつけられた「ご意見箱」をご利用下さい。 
当施設では苦情申出窓口を次の体制により設置致しております。 
・苦情解決責任者  １名 

苦情受付の報告、苦情解決のための話し合い、改善等の結果報告 
・苦情受付担当者  １名以上 

苦情の受付、苦情内容の確認、苦情解決責任者及び第三者委員への報告 
・第三者委員    １名以上 

苦情内容の確認、解決案の調整・助言、改善事項の確認 
 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

壬生町健康福祉課介護保険係 

所在地 下都賀郡壬生町大字壬生甲 3841 番地 1 

電話番号 0282-81-1876 

受付時間 8:30～17:15 

下野市高齢福祉課介護保険グル

ープ 

所在地 下野市笹原 26  (庁舎 1 階) 

電話番号 0285-32-8904 

受付時間 8:30～17:15 

栃木県国民健康保険団体連合会 

所在地 宇都宮市本町 3 番 9 号栃木県本町合同ビル内 

電話番号 028-643-2220（直通） 

受付時間 9:00～17:00 

福祉サービスの苦情解決 
（栃木県運営適正化委員会） 

所在地 宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ内 

電話番号 028-622-2941 

受付時間 9:00～16:00 
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８．事故発生時の対応 

サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じま

す。 
（１）施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医

療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 
（２）当施設は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険者の指定する行政

機関に対して速やかに連絡します。 
（３）事故発生時における、職員の対応方針を定めた事故対応マニュアルを整備し、職員

に徹底いたします。 
 
９．虐待の防止等 

  当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる

事項を実施します。 
（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底

を図ります。 
（２） 虐待防止のための指針を整備します。 
（３） 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 
（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 
 
１０．個人情報の使用について 

当施設は、御契約者の心身の状況、その置かれている環境又は家族の情報等を用いる場合

は、業務上適切と認められる事項について使用するものとし、御契約者本人又は家族からの

同意を得てサービス提供に資することとします。 

 
１１．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 


